
改正（案） 

別紙１  

 

熊本県和服裁縫業最低工賃を次のとおり改正決定すること。  

 

１ 適用する家内労働者 熊本県の区域内で和服裁縫業に係る手縫いの業務に従事

する家内労働者 

２ 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委者 

３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に

掲げる仕立て方に応じ、１枚（帯にあっては１本）につき、右欄に掲げる金額 

品 目 仕立て方 金 額 

振りそで あわせ 25,800円 

留めそで 比翼あわせ 28,600円 

訪問着 

あわせ 

19,500円 

付け下げ 17,400円 

喪服 
15,800円 

ひとえ 13,100円 

長着 
あわせ 13,400円 

ひとえ 8,200円 

羽織 

あわせ 

12,900円 

道中着 11,400円 

道行コート 15,700円 

雨コート ひとえ 11,300円 

長じゅばん 無双ひとえ 9,300円 

名古屋帯 
８寸まつり 3,700円 

９寸しん入れ 5,100円 

袋帯 しん入れ 4,600円 

ゆかた ひとえ 〇〇〇〇円 

４  効力発生日  

 〇〇〇〇  
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15日 1開庁日 5開庁日 10開庁日 30日

→ → → → →

2月1日（日） 2月16日（月） 2月17日（火） 2月25日（水） 3月11日（水） 4月10日（金）

2月2日（月） 2月17日（火） 2月18日（水） 2月26日（木） 3月12日（木） 4月11日（土）

2月3日（火） 2月18日（水） 2月19日（木） 2月27日（金） 3月13日（金） 4月12日（日）

2月4日（水） 2月19日（木） 2月20日（金） 3月2日（月） 3月16日（月） 4月15日（水）

2月5日（木） 2月20日（金） 2月24日（火） 3月3日（火） 3月17日（火） 4月16日（木）

2月6日（金） 2月24日（火） 2月25日（水） 3月4日（水） 3月18日（水） 4月17日（金）

2月7日（土） 2月24日（火） 2月25日（水） 3月4日（水） 3月18日（水） 4月17日（金）

2月8日（日） 2月24日（火） 2月25日（水） 3月4日（水） 3月18日（水） 4月17日（金）

2月9日（月） 2月24日（火） 2月25日（水） 3月4日（水） 3月18日（水） 4月17日（金）

2月10日（火） 2月25日（水） 2月26日（木） 3月5日（木） 3月19日（木） 4月18日（土）

2月11日（水） 2月26日（木） 2月27日（金） 3月6日（金） 3月20日（金） 4月19日（日）

2月12日（木） 2月27日（金） 3月2日（月） 3月9日（月） 3月23日（月） 4月22日（水）

2月13日（金） 3月2日（月） 3月3日（火） 3月10日（火） 3月24日（火） 4月23日（木）

2月14日（土） 3月2日（月） 3月3日（火） 3月10日（火） 3月24日（火） 4月23日（木）

2月15日（日） 3月2日（月） 3月3日（火） 3月10日（火） 3月24日（火） 4月23日（木）

2月16日（月） 3月3日（火） 3月4日（水） 3月11日（水） 3月25日（水） 4月24日（金）

2月17日（火） 3月4日（水） 3月5日（木） 3月12日（木） 3月26日（木） 4月25日（土）

2月18日（水） 3月5日（木） 3月6日（金） 3月13日（金） 3月27日（金） 4月26日（日）

2月19日（木） 3月6日（金） 3月9日（月） 3月16日（月） 3月30日（月） 4月29日（水）

2月20日（金） 3月9日（月） 3月10日（火） 3月17日（火） 3月31日（火） 4月30日（木）

2月21日（土） 3月9日（月） 3月10日（火） 3月17日（火） 3月31日（火） 4月30日（木）

2月22日（日） 3月9日（月） 3月10日（火） 3月17日（火） 3月31日（火） 4月30日（木）

2月23日（月） 3月10日（火） 3月11日（水） 3月18日（水） 4月1日（水） 5月1日（金）

2月24日（火） 3月11日（水） 3月12日（木） 3月19日（木） 4月2日（木） 5月2日（土）

2月25日（水） 3月12日（木） 3月13日（金） 3月23日（月） 4月6日（月） 5月6日（水）

2月26日（木） 3月13日（金） 3月16日（月） 3月24日（火） 4月7日（火） 5月7日（木）

2月27日（金） 3月16日（月） 3月17日（火） 3月25日（水） 4月8日（水） 5月8日（金）

2月28日（土） 3月16日（月） 3月17日（火） 3月25日（水） 4月8日（水） 5月8日（金）

3月1日（日） 3月16日（月） 3月17日（火） 3月25日（水） 4月8日（水） 5月8日（金）

次の日から
15日目→

次の日から5
開庁日目→

次の日から
30日目→

答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

決裁終了日
持ち込み日

発効決裁開始日

次の日から1
開庁日目→

官報公示予定日

次の日から10
開庁日目→
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15日 1開庁日 5開庁日 10開庁日 30日

→ → → → →

答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

決裁終了日
持ち込み日

発効決裁開始日 官報公示予定日

3月2日（月） 3月17日（火） 3月18日（水） 3月26日（木） 4月9日（木） 5月9日（土）

3月3日（火） 3月18日（水） 3月19日（木） 3月27日（金） 4月10日（金） 5月10日（日）

3月4日（水） 3月19日（木） 3月23日（月） 3月30日（月） 4月13日（月） 5月13日（水）

3月5日（木） 3月23日（月） 3月24日（火） 3月31日（火） 4月14日（火） 5月14日（木）

3月6日（金） 3月23日（月） 3月24日（火） 3月31日（火） 4月14日（火） 5月14日（木）

3月7日（土） 3月23日（月） 3月24日（火） 3月31日（火） 4月14日（火） 5月14日（木）

3月8日（日） 3月23日（月） 3月24日（火） 3月31日（火） 4月14日（火） 5月14日（木）

3月9日（月） 3月24日（火） 3月25日（水） 4月1日（水） 4月15日（水） 5月15日（金）

3月10日（火） 3月25日（水） 3月26日（木） 4月2日（木） 4月16日（木） 5月16日（土）

3月11日（水） 3月26日（木） 3月27日（金） 4月3日（金） 4月17日（金） 5月17日（日）

3月12日（木） 3月27日（金） 3月30日（月） 4月6日（月） 4月20日（月） 5月20日（水）

3月13日（金） 3月30日（月） 3月31日（火） 4月7日（火） 4月21日（火） 5月21日（木）

3月14日（土） 3月30日（月） 3月31日（火） 4月7日（火） 4月21日（火） 5月21日（木）

3月15日（日） 3月30日（月） 3月31日（火） 4月7日（火） 4月21日（火） 5月21日（木）

3月16日（月） 3月31日（火） 4月1日（水） 4月8日（水） 4月22日（水） 5月22日（金）

3月17日（火） 4月1日（水） 4月2日（木） 4月9日（木） 4月23日（木） 5月23日（土）

3月18日（水） 4月2日（木） 4月3日（金） 4月10日（金） 4月24日（金） 5月24日（日）

3月19日（木） 4月3日（金） 4月6日（月） 4月13日（月） 4月27日（月） 5月27日（水）

3月20日（金） 4月6日（月） 4月7日（火） 4月14日（火） 4月28日（火） 5月28日（木）

3月21日（土） 4月6日（月） 4月7日（火） 4月14日（火） 4月28日（火） 5月28日（木）

3月22日（日） 4月6日（月） 4月7日（火） 4月14日（火） 4月28日（火） 5月28日（木）

3月23日（月） 4月7日（火） 4月8日（水） 4月15日（水） 4月29日（水） 5月29日（金）

3月24日（火） 4月8日（水） 4月9日（木） 4月16日（木） 4月30日（木） 5月30日（土）

3月25日（水） 4月9日（木） 4月10日（金） 4月17日（金） 5月1日（金） 5月31日（日）

3月26日（木） 4月10日（金） 4月13日（月） 4月20日（月） 5月4日（月） 6月3日（水）

3月27日（金） 4月13日（月） 4月14日（火） 4月21日（火） 5月5日（火） 6月4日（木）

3月28日（土） 4月13日（月） 4月14日（火） 4月21日（火） 5月5日（火） 6月4日（木）

3月29日（日） 4月13日（月） 4月14日（火） 4月21日（火） 5月5日（火） 6月4日（木）

3月30日（月） 4月14日（火） 4月15日（水） 4月22日（水） 5月6日（水） 6月5日（金）

3月31日（火） 4月15日（水） 4月16日（木） 4月23日（木） 5月7日（木） 6月6日（土）



（諮問）

（専門部会の設置）

（調査審議）

（報告）

（答申）

専門部会

関係家内労働者・委託者の
申出

都道府県労働局長

関係家内労働者・委託者の
意見聴取の公示

地方労働審議会

意見書

関係家内労働者・委託者の
意見の聴取

地方労働審議会

答申要旨の公示 都道府県労働局長

関係家内労働者・委託者の
異議の申出

地方労働審議会

都道府県労働局長

決定公示

効力発生

〈異議申出がなかった場合〉〈異議申出があった場合〉

最低工賃決定の手順

法第21条第１項

法第12条第１項

法第12条第２項
〈30日間〉

法第８条第１項、第10条

yoshidasui
フリーテキスト
参考資料２




